
資料４

カッター（船名なし）転覆事故に係る勧告に基づく措置の状況について

◇事故の概要

カッター（船名なし）は、静岡県立三ヶ日青年の
家における中学校の野外活動授業として生徒１８人
及び教諭 人が乗船 とう漕訓練を行 たが

×
○

静岡県立
三ヶ日青年の家

及び教諭２人が乗船し、とう漕訓練を行っていたが、
風波が強くなってとう漕が困難となり、同青年の家
のモーターボートにえい航されて浜名湖の佐久米南
方沖を南西進中、平成２２年６月１８日（金）１５
時２５分ごろ左舷側に転覆した。

カ タ （船名なし）は転覆し 船内に閉じ込め 本件カッター

事故発生場所

×三ヶ日青年の家カッター（船名なし）は転覆し、船内に閉じ込め
られた生徒１人が死亡した。

◇調査報告書の公表日（H24.1.27）
株式会社小学館集英社プロダクション（指定管理者）

本件カッタ

事故発生場所の略図

静岡県教育委員会への勧告と提出された実施計画

株式会社小学館集英社プロダクション（指定管理者）
及び静岡県教育委員会に対する勧告の実施

本件モーターボート

◇三ヶ日青年の家におけ
るカッター訓練の訓練中

勧告の内容
（H24 .1.27)

◆指定管理者に対し、カッター訓練のマニュアル等を、静岡県教育委員会が求める安全対策の骨子等を示した上で、県の
安全対策委員会や外部有識者等により新たに設置するマニュアル検討会等の意見を基に指導、助言を行い、策定させる。

◆カッターのえい航訓練については、類似の訓練施設におけるえい航方法や、専門家の意見を踏まえ実施手順を指定管理

実施計画（H24 .7.11)

止基準、訓練方法及び危
機管理マニュアルが適切
な内容であるかどうかを
点検し、必要に応じて是
正させるとともに、カッ
ターのえい航訓練を行わ

航訓練 、類似 訓練施設 航方法 、専門家 見を踏 実施 順を指定管
者に定めさせるとともに、マニュアル検討会等の意見を聞きながら、実施方法や体制等を盛り込んだ訓練の実施要領を指
定管理者に定めさせ、マニュアルに反映させる。また、年間のえい航訓練の実施計画を作成させ、妥当性を検討するととも
に、適切にえい航訓練を実施させる体制を整備する。

マニュアル等並びにえい航訓練の実施方法及び実施計画が適切なものになっているかを 定期的に点検・是正するためのタ のえい航訓練を行わ
せること。

マニュアル等並びにえい航訓練の実施方法及び実施計画が適切なものになっているかを、定期的に点検・是正するための
体制を整備する。



株式会社小学館集英社プロダクションへの勧告と提出された実施計画

勧告の内容（H24 .1.27)

◇三ヶ日青年の家におけるカッター訓練の訓練中止基準及び訓練
方法が 訓練参加者の経験等を踏まえたものとなるよう見直しを行

実施計画（H24 .7.11)

海洋活動に関する指導マニュアルの整備方針の策定
１）三ケ日青年の家「海洋活動プログラム」を実施する上で、緊急事態に陥ることが方法が、訓練参加者の経験等を踏まえたものとなるよう見直しを行

い、次に掲げる事項を指導マニュアルに定めること。
・気象注意報発表時の訓練中止基準
・気象警報及び気象注意報発表時以外の天候不良時の訓練

中止基準
・天候不良時の訓練方法
訓練実施の可否及び訓練方法の決定時機（訓練中を含む）

１）三ケ日青年の家「海洋活動プログラム」を実施する上で、緊急事態に陥ることが
なく、完全な状態で活動できるための判断基準を設けること。

２）所員の経験則や先入観のみによる実施中止の判断ではなく、気象情報等の具
体的な数値を基に判断し、かつ誰でも同一の判断結果となる基準を設けること。

３）万が一、緊急事態が発生した場合には、迅速かつ的確に対応できる対処マニュ
アルを整備すること。

・訓練実施の可否及び訓練方法の決定時機（訓練中を含む）
・訓練実施中に訓練を中止した場合の措置
・訓練における安全対策

◇カッターのえい航救助に関する要領を含むカッター事故を想定し
た救助体制等を定め 三ヶ日青年の家の職員に対して定期的に訓

カッター訓練の訓練中止基準及び訓練方法の見直し
①実施・中止判断基準を明確にする。
②気象の急変を想定した訓練計画を策定する。
③訓練実施の可否及び訓練方法の決定時機（訓練中を含む）を明確にする。
④訓練実施中に訓練を中止した場合の措置を明確にする。た救助体制等を定め、三ヶ日青年の家の職員に対して定期的に訓

練を実施させるとともに、救助機関等との連携強化を図ること。

◇三ヶ日青年の家の職員のカッター及び気象に関する知識の向上
を図るとともに、訓練の安全確保に関する意識の高揚を図ること。

④訓練実施中 訓練を中 場合 措置を明確 する。
⑤訓練における安全対策を構築する。
⑥カッターえい航時の措置をマニュアルに明記する。

⑦カッターへの乗船条件をマニュアルに明記する。

【基本的考え方】
１) 可能な限り 想定した事故状況に応じた状況下での救助訓練や曳航１) 可能な限り、想定した事故状況に応じた状況下での救助訓練や曳航

訓練を実施し、その都度、所内で問題点を記録し、情報共有を図る。
２）浜名湖周辺の関係者(警察、消防、民間団体)との連携を深め、合同

訓練をできる限り実施する。
３）合同訓練に加えて、独自の訓練の年間計画を作成し、必ず実施する。

【基本的考え方】
１) 訓練の最低必要時間や習得レベルを設定し、到達基準に達した所員のみプログラ

ムに携わることができる体制とする。
２）所内においても研修・訓練を重ね、外部機関で開催される講習等にも積極的に参

加し、その都度所内において情報共有を図る。加し、その都度所内において情報共有を図る。
〈具体的な方策の検討〉
１）救助に関すること

・救助方法の知識の向上 ・えい航に関する技量及び知識の向上等
２）緊急時の体制に関すること

・転覆などの緊急事態発生を想定した救助方法や対策の検討
・緊急時の救助訓練及びえい航訓練の定期的な実施

１）カッターに関する知識の向上のために
・外部顧問の招聘 ・外部研修への参加と社内研修の実施 ・他施設との情報交換等

２）気象に関する知識の向上のために
・気象予報士資格講座の受講 ・気象専門スタッフの選抜
日常的な気象デ タの収集 リ ナからの地域情報の収集等

緊急時の救助訓練及びえい航訓練の定期的な実施
・緊急時における組織体制、
・指揮命令系統の確立
・救助活動の際の関係機関との連携の強化
・安否確認に必要な乗船名簿の作成等の徹底

・日常的な気象データの収集 ・マリーナからの地域情報の収集等
３）訓練の安全確保に関する意識の高揚のために

・安全管理の年間計画の提出 ・事故想定訓練の実施 ・ヒヤリハット事例の収集
・マニュアルの改善 ・安全管理専門スタッフの選抜
・安全対策に関する研修等への参加等
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カッター（船名なし）転覆事故に係る勧告に基づく 

措置の状況（実施計画書）について 

 

 

 

運輸安全委員会は、平成 22 年 6 月 18 日に静岡県浜松市浜名湖北部で発生した

カッター（船名なし）転覆事故の調査において、平成 24 年 1 月 27 日に事故調査

報告書の公表とともに原因関係者である株式会社小学館集英社プロダクションに

対し別添１のとおり、静岡県教育委員会に対し別添２のとおり勧告を行ったところ

ですが、今般、勧告に基づく措置の状況（実施計画書）について、別添３のとおり

株式会社小学館集英社プロダクションから、別添４のとおり静岡県教育委員会から

報告を受けましたのでお知らせします。 

なお、両原因関係者から報告のあった勧告に基づく措置の状況（実施計画書）は、

勧告の内容を反映したものとなっています。 

 

 

 

 

問い合わせ先 

運輸安全委員会事務局参事官付 

事故防止分析官 石井（内線 54232） 

事故防止調査官 漆谷（内線 54238） 

      TEL 03-5253-8111（代表） 

      TEL 03-5253-8823（直通） 



運 委 参 第 ５ ０ ４ 号 

平成２４年１月２７日 

 

  株式会社小学館集英社プロダクション 

    代表取締役社長 殿 

 

                       運輸安全委員会 

                        委員長 後藤 昇弘 

 

カッター（船名なし）転覆事故に係る勧告について 

 

本事故は、大雨、雷、強風、波浪及び洪水注意報が発表された降雨の状況下、カ

ッター（以下「Ａ船」という。）が、静岡県立三ヶ日青年の家（以下「本件青年の家」

という。）における中学校の野外活動授業に使用され、通常の訓練方法である東コー

スによる指導員が乗船していない自主艇として浜名湖北岸沿いにとう
．．

漕訓練を行っ

ていた際、風波が強まってとう
．．

漕が困難となり、本件青年の家の所長が、モーター

ボートで救助に赴き、Ａ船を左斜航状態で、また、湖水がＡ船の左舷船首側から連

続して打ち込む状態でえい
．．

航したため、佐久米南方沖を南西進中、滞留水が増加す

るなどして左傾斜が増したことで左舷側のオールが着水して左回頭し、その後、右

舷側に座っていた生徒等の姿勢が崩れて左舷側に移動して左傾斜が更に増したこと

から、左舷舷端が没水し、湖水が船内に流入して左舷側から転覆したことにより発

生したものと考えられる。 

このことから、当委員会は、本事故調査の結果を踏まえ、本件青年の家でのカッ

ター訓練に係る活動の安全を確保するため、株式会社小学館集英社プロダクション

及び静岡県教育委員会に対し、運輸安全委員会設置法第２７条第１項の規定に基づ

き、下記のとおり勧告する。 

 なお、この勧告に基づき講じた措置について、同法同条第２項の規定に基づき、

文書をもって報告されたい。 

 

記 

 

(1) 株式会社小学館集英社プロダクション 

別添１ 



① 本件青年の家におけるカッター訓練の訓練中止基準及び訓練方法が、訓練

参加者の経験等を踏まえたものとなるよう見直しを行い、次に掲げる事項を

指導マニュアルに定めること。 

ａ 気象注意報発表時の訓練中止基準 

ｂ 気象警報及び気象注意報発表時以外の天候不良時の訓練中止基準 

ｃ 天候不良時の訓練方法 

ｄ 訓練実施の可否及び訓練方法の決定時機（訓練中を含む。） 

ｅ 訓練実施中に訓練を中止した場合の措置 

ｆ 訓練における安全対策（警戒船の配置及び任務、気象情報の常時把握、

カッターえい
．．

航時の措置等） 

② カッターのえい
．．

航救助に関する要領を含むカッター事故を想定した救助体

制等を定め、本件青年の家の職員に対して定期的に訓練を実施させるととも

に、救助機関等との連携強化を図ること。 

③ 本件青年の家の職員のカッター及び気象に関する知識の向上を図るととも

に、訓練の安全確保に関する意識の高揚を図ること。 

(2）静岡県教育委員会 

本件青年の家におけるカッター訓練の訓練中止基準、訓練方法及び危機管理

マニュアルが適切な内容であるかどうかを点検し、必要に応じて是正させると

ともに、カッターのえい
．．

航訓練を行わせること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



運 委 参 第 ５ ０ ４ 号 

平成２４年１月２７日 

 

  静岡県教育委員会 

       委員長 殿 

 

                       運輸安全委員会 

                        委員長 後藤 昇弘 

 

カッター（船名なし）転覆事故に係る勧告について 

 

本事故は、大雨、雷、強風、波浪及び洪水注意報が発表された降雨の状況下、カ

ッター（以下「Ａ船」という。）が、静岡県立三ヶ日青年の家（以下「本件青年の家」

という。）における中学校の野外活動授業に使用され、通常の訓練方法である東コー

スによる指導員が乗船していない自主艇として浜名湖北岸沿いにとう
．．

漕訓練を行っ

ていた際、風波が強まってとう
．．

漕が困難となり、本件青年の家の所長が、モーター

ボートで救助に赴き、Ａ船を左斜航状態で、また、湖水がＡ船の左舷船首側から連

続して打ち込む状態でえい
．．

航したため、佐久米南方沖を南西進中、滞留水が増加す

るなどして左傾斜が増したことで左舷側のオールが着水して左回頭し、その後、右

舷側に座っていた生徒等の姿勢が崩れて左舷側に移動して左傾斜が更に増したこと

から、左舷舷端が没水し、湖水が船内に流入して左舷側から転覆したことにより発

生したものと考えられる。 

このことから、当委員会は、本事故調査の結果を踏まえ、本件青年の家でのカッ

ター訓練に係る活動の安全を確保するため、株式会社小学館集英社プロダクション

及び静岡県教育委員会に対し、運輸安全委員会設置法第２７条第１項の規定に基づ

き、下記のとおり勧告する。 

 なお、この勧告に基づき講じた措置について、同法同条第２項の規定に基づき、

文書をもって報告されたい。 

 

記 

 

(1) 株式会社小学館集英社プロダクション 

別添２ 



① 本件青年の家におけるカッター訓練の訓練中止基準及び訓練方法が、訓練

参加者の経験等を踏まえたものとなるよう見直しを行い、次に掲げる事項を

指導マニュアルに定めること。 

ａ 気象注意報発表時の訓練中止基準 

ｂ 気象警報及び気象注意報発表時以外の天候不良時の訓練中止基準 

ｃ 天候不良時の訓練方法 

ｄ 訓練実施の可否及び訓練方法の決定時機（訓練中を含む。） 

ｅ 訓練実施中に訓練を中止した場合の措置 

ｆ 訓練における安全対策（警戒船の配置及び任務、気象情報の常時把握、

カッターえい
．．

航時の措置等） 

② カッターのえい
．．

航救助に関する要領を含むカッター事故を想定した救助体

制等を定め、本件青年の家の職員に対して定期的に訓練を実施させるととも

に、救助機関等との連携強化を図ること。 

③ 本件青年の家の職員のカッター及び気象に関する知識の向上を図るととも

に、訓練の安全確保に関する意識の高揚を図ること。 

(2）静岡県教育委員会 

本件青年の家におけるカッター訓練の訓練中止基準、訓練方法及び危機管理

マニュアルが適切な内容であるかどうかを点検し、必要に応じて是正させると

ともに、カッターのえい
．．

航訓練を行わせること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添３ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添４ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


